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地域生物多様性増進法の施行と自然共生サイト

生物多様性保全企画官 秀 田 智 彦
（地域生物多様性増進室長）

四国の森の未来フォーラム
 令和 7年11月18日



ブナ林（白神山地:秋） 四万十川（高知） 釧路湿原（北海道） サンゴ礁（石垣島）

チシオタケの仲間（北海道） ミツバチの受粉 アオウミガメとギンガメアジ（パラオ） エゾヒグマ（北海道知床半島） 

アサリ ナミテントウ

生態系の多様性

種の多様性（種間の多様性）

遺伝子の多様性（種内の多様性）

生物多様性 Biodiversity （生物学的多様性 Biological diversity）

2025/11/19 2

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/about.htmlを改変

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/morita_img2.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/kusano_img1.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/morita_img5.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/kagii_img2.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/morita_img8.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/nishiguchi_img1.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/kagii_img1.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/fukuda_img1.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/fuwa_img1.jpg
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/images/miki_img1.jpg
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/about.html


3

生物に多様性があると何がよいのか？

同じ種の中で、また種の間でも違いがあることで…

●様々な恵みが得られる
・食材、薬
・木材、衣類（綿・絹・麻）
・景観（松林、ブナ林、田んぼ、里山）
・文化の根源。癒しや閃き。
・洪水を防ぐ機能（森林、湿地）
・高潮を防ぐ機能（海岸防災林やサンゴ礁）

●生産性・適応力・強靭性が増す
・光合成、貯留、捕食、分解と様々な機能
・厳しい環境で育つ種、よく増える種等様々な特性
・病気に強い個体、寒さに強い個体等種内の様々な強み
・生態系全体の生産性が高くなる
・複雑に絡み合い、補完し合い、変化に強くなる
・これにより生き延び、進化につながってきた
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生物多様性施策の方向性  
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●自然共生社会
・私たち人類が、自然から得られる恵みを活用しつつ、豊か
で幸せな生活を続けている社会

●自然共生社会実現に向けた施策の方向性（例）
・地域の生物多様性の確保と生態系ネットワークの形成
・市民・事業者・行政等の意識醸成 ほか
（危機の「実感」と「自分事」化）

●ターゲット
〇市民
〇事業者……生物多様性への依存とインパクト大

バリューチェーン全体への波及効果
消費者（市民）への波及効果

〇自治体……市民への波及効果
地域から始める生物多様性保全

●当面の施策（例）
・自然共生サイト認定及び事業者や自治体等の参画の推進
・事業者の本業における取組の推進（TNFD等）
・自治体による生物多様性地域戦略策定の推進 ほか
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ネイチャーポジティブ と 30by30



2050年ビジョン 

自然と共生する世界

2030年ミッション
必要な実施手段を提供しつつ、生物多様性を保全するとともに持続可能な形で利用する
こと、そして遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を確保することにより、
人々と地球のために自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させる
ための緊急の行動をとる（ネイチャーポジティブ）

昆明・モントリオール
2050年ゴール

ゴールB 持続可能な
利用

ゴールC 遺伝資源への
アクセスと利益配分
（ABS)

ゴールA 保全

ゴールD 実施手段

昆明・モントリオール2030年ターゲット （緊急に取るべき行動）

1：  空間計画
2：  自然再生

3：  30by30
4：  種・遺伝子の保全
5：  生物採取
6：  外来種対策
7：  汚染
8：  気候変動

14： 生物多様性の主流化
15： ビジネス
16： 持続可能な消費
17： バイオセーフティー
18： 有害補助金
19： 資金
20： 能力構築、技術移転
21： 知識へのアクセス
22： 先住民、女性及び若者
23： ジェンダー

実施支援メカニズム／責任と透明性／広報・教育・啓発・取り込み

9：  野生種の利用
10：農林漁業
11：自然の調整機能
12：緑地親水空間

(1) 生物多様性への脅威の縮小 (3) 実施・主流化のツールと解決策

(2) 人々の需要が満たされる

13： 遺伝資源への
アクセスと利益配分
（ABS)

昆明・モントリオール生物多様性枠組の構造

7



30by30目標とは

30 by 30
サーティー  バイ  サーティー

2030年までに陸と海の30％以上を「保護地域」
と「OECM」により保全する新たな世界目標

30by30が重要と指摘
する国内外の研究報告

• 世界の陸生哺乳類種の多くを守るために、既存の
保護地域を総面積の33.8%まで拡大が必要

• 日本の保護地域を30%まで効果的に拡大すると生
物の絶滅リスクが３割減少する見込み

など

健全な生態系の回復、
豊かな恵みを取り戻す

• 気 候 変 動：緩和、適応に貢献
• 災害に強く恵み豊かな自然：

 国土の安全保障の基盤
• 花粉媒介者：国内で年3300億円の実り
• 森林の栄養：河川を通して海の生産性を向上
• 観光や交流人口の増加などの地域づくり

様々な効果
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日本の現状は (2025年8月時点)

陸域21.0%、海域13.3%



保護区種別
陸域面積
(k㎡)※1

割合
(％)※2

データ
基準年

自然公園 56,051 14.8 2019年

自然環境保全地域 1,126 0.30 2015年

鳥獣保護区 33,211 8.79 2018年

生息地等保護区 ９ 0.01未満 2018年

保護林 9,702 2.57 2018年

緑の回廊 5,843 1.55 2018年

日本の陸域及び内陸水域の保護区の面積割合

○愛知目標11の対象となる国内の
陸域及び内陸水域の保護地域
(「生物多様性国家戦略2012-2020 の実施状況の

 点検結果」(2014 年3月)から抜粋)

・ 自然公園（自然公園法）:
国立公園、国定公園、都道府県立自然公園

・ 自然海浜保全地区
（瀬戸内海環境保全特別措置法）

・ 自然環境保全地域（自然環境保全法）：
原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、
都道府県自然環境保全地域

・ 鳥獣保護区（鳥獣保護管理法）
・ 生息地等保護区（種の保存法）
・ 近郊緑地特別保全地区
（首都圏近郊緑地保全法、
近畿圏の保全区域の整備に関する法律）

・ 特別緑地保全地区（都市緑地法）
・ 保護林（国有林野の管理経営に関する法律）
・ 緑の回廊（国有林野の管理経営に関する法律）
・ 天然記念物（文化財保護法）
・ 都道府県が条例で定めるその他保護地域

データ出典：環境省「令和２年度生物多様性条約における2021年以降の国際目標に関する議論に向けた調査検討業務」報告書

※１ GISデータに基づく面積であり、指定面積の合計とは一致しない。
※２ 重複等があるため、それぞれの割合の合計値は20.5%にならない。

○これらのうち地理情報が入手可能な区
域を、重複を除き計算した結果、
面積は約77,300㎢、
国土面積に対する割合は約20.5%
となった。

表.地理情報が入手可能な区域の面積及び国土に占める割合
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（2023.1時点）
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（2024年時点）



日本の海洋保護区制度の一覧

我が国における海洋保護区
13.3% （59.4万㎢）

①自然景観の保護等

自然公園（自然公園法） 0.43% （70件：19,115㎢）
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図る

②自然環境又は生物の生息・生育場の保護等

自然環境保全地域（自然環境保全法） 0.01%未満 （1件：１㎢）
保全が特に必要な優れた自然環境を保全する

鳥獣保護区（鳥獣保護管理法） 0.01% （21件：661㎢）
鳥獣の保護

生息地等保護区（種の保存法） 海域では指定実績なし
国内希少野生動植物種を保全する

③水産動植物の保護培養等

保護水面（水産資源保護法） 0.01%未満 （52件：28㎢）
水産動植物の保護培養

沿岸水産資源開発区域、指定海域（海洋水産資源開発促進法） 7.46% （31件：333,616㎢）
水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進するための措置等により海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進

共同漁業権区域（漁業法） 1.95% （多数：87,200㎢）
漁業生産力の発展（水産動植物の保護培養、持続的な利用の確保等）等

○我が国の管轄権内の水域（領海＋排他的経済水域）に対する海洋
保護区の面積の割合は 13.3%。

○それぞれの海洋保護区が該当する割合を示す。
※重複等があるため、それぞれの割合の合計値は13.3%にはならない。

沖合海底自然環境保全地域（自然環境保全法） 5.07% （4件：226,834㎢）
沖合の区域の保全が特に必要な優れた自然環境を保全する

データ出典：環境省「令和２年度生物多様性条約における2021年以降の国際目標に関する議論に向けた調査検討業務」報告書
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OECM と 自然共生サイト
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「自然共生サイト」について

■「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を

保護地域内外問わず「自然共生サイト」に認定。

■「自然共生サイト」に認定された区域のうち、

 保護地域との重複を除いた区域を「OECM」として登録。

民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域
（申請主体：企業、団体・個人、自治体）

自然共生サイト

認定申請

審査（認定主体：環境省）

「自然共生サイト」のうち、保護地域との重複を除外した区域

自然共生サイト

OECMとして国際データベースに登録
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以下のいずれかの価値を有すること

場

（１）公的機関等に生物多様性保全上の重要性が既に認められている場

（２）原生的な自然生態系が存する場

（３）里地里山といった二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場

（４）生態系サービスを提供する場であって、在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系
が存する場

（５）伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の場

種

（６）希少な動植物種が生息生育している場又は生息生育している可能性が高い場

（７）分布が限定されている、特異な環境へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息生育
している場又は生息生育の可能性が高い場

機
能

（８）越冬、休息、繁殖、採餌、移動（渡り）など、動物の生活史にとって重要な場

（９）既存の保護地域又は認定区域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、緩衝機能や連結性
を高める機能を有する場

「自然共生サイト」の認定基準

１．境界・名称に関する基準

２．ガバナンスに関する基準

３．生物多様性の価値に関する基準

４．活動による保全効果に関する基準

「生物多様性の価値に関する基準」の具体的内容



（１）重要性が既に認められている

公的機関等に生物多様性保全上の重要性が既に認めら
れている場。環境省選定「重要里地」「重要里地里山」
等



（２）原生的自然

原生的な自然生態系が存する場



（３）二次的自然

里地里山といった二次的な自然環境に特徴的な生態系
が存する場



（４）生態系サービス＆健全な生態系

生態系サービスを提供する場であって、在来種を中心
とした多様な動植物種からなる健全な生態系が存する場



（５）伝統文化

伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために
活用されている自然資源の場

出典：Wikipedia 出典：岡山県観光連盟HP



（６）希少種

希少な動植物種が生息生育している場又は生息生育し
ている可能性が高い場



出典：浅口市HP

（７）分布限定種

分布が限定されている、特異な環境へ依存するなど、
その生態に特殊性のある種が生息生育している場又は生
息生育の可能性が高い場



（８）動物の生活史

越冬、休息、繁殖、採餌、移動（渡り）など、動物の
生活史にとって重要な場



出典：四国森林管理局HP

（９）緩衝機能
連結性

既存の保護地域又
は認定区域に隣接す
る若しくはそれらを
接続するなど、緩衝
機能や連結性を高め
る機能を有する場
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自然共生サイト（令和７年１１月時点）

４４８か所（国土の0.262%）
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四国地方の自然共生サイト

トンボ自然公園

王子の森

ナカエの森

東山森林公園

三菱商事 千年の森

橋本山林

公渕森林公園

三菱電機

大王製紙

父母ヶ浜

土佐・いの元気の森

織田ヶ浜

新町川水系

愛媛県の県有林

住友化学

住友林業

16か所
2025.11現在
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自然共生サイト認定例（四国管内）
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令和５年度後期認定サイト

愛媛県の県有林（申請者：愛媛県） 愛媛県松山市ほか １１６３．６９ha
森林の公益的機能の維持と県産材の安定供給体制の両立を図っている。







（位置図非公表）
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令和７年度第１期認定サイト

ドコモ土佐・いの元気の森（フジツツジ保全エリア）高知県いの町 0.034ha
申請者：株式会社NTTドコモ
選択的伐採や、被覆率が高い優占種の刈り取り管理を行うことで、林床に光が入
る疎な落葉広葉樹林を維持し、フジツツジ、オンツツジ、シュンラン、シハイス
ミレなどが生育できる環境を整備している。
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令和７年度第１期認定サイト

生物多様性の価値
（３）二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場
（４）生態系サービス提供の場であって、在来種を中心とした健全な生態系が存する場

黄色網掛け：
  ドコモ土佐・いの元気の森の範囲
ピンク色網掛け：
  フジツツジ保全エリアの範囲
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令和７年
11月26日（水）
13：00～16：15
■会場：SAIJO BASE
（ひと・夢・未来創造拠点複合施設）
2階セミナールーム
（愛媛県西条市明屋敷131番地2）
■散策：新町川水系

■参加お申し込み
下記URLか右のQRコードより、
フォームへアクセスしてください。
https://forms.office.com/r/nCnyc3a3ns
■締切：1１月２１日(金）12：00
■定員：３0名■参加無料

※まだ定員に余裕あり。
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令和７年度第１期認定サイト

父母ヶ浜（香川県三豊市 ３２．８ha）申請者：香川県三豊市
約30年前の海岸の埋立計画をきっかけに始まった地元の住民等による海岸清掃が
今も継続されており、干潟やその周辺の健全な生態系が維持されている。
地元住民だけでなく、来訪者や協賛企業からも支えられている。

出典：（一社）三豊市観光交流局HP
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令和７年度第１期認定サイト

生物多様性の価値
（３）二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場
（４）生態系サービス提供の場であって、在来種を中心とした健全な生態系が存する場
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自然共生サイト認定のメリット
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自然共生サイト認定のメリット例１

・サイトの区域、所有・管理体制、生物多様性の価値・
維持計画等が、確かなものとして（R7以降は法律に
基づいて）公的に認められることで、企業等が安心し
て支援することができる。

・支援されたいサイトと支援したい者のマッチングの場
を利用できる。

・支援する企業等には「支援証明書」が発行され、支援
内容によってはTNFDへの活用も可能なため、企業等
の支援意欲が高まる。
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自然共生サイト支援マッチングサイト
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②サイト認定
（認定証発行）

③支援実施（寄附等）

①認定申請
実施主体

⑤証明書の発行

支援者

0

認定機関

支援証明書
発行機関

◼自然共生サイト等にヒト・モノ・カネいずれかの支援を行った者に“支
援証明書”を発行。

◼令和７年度から本格発行。支援証明書をTNFDやIR等の投資
家向け情報開示に活用可能。6年度にはマッチングイベントも開催
。

自然共生サイトに支援した際の“支援証明書”

④発行申請
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R6試行版

発行者情報 支援先 活動概要

株式会社北洋銀行 北海道大学札幌キャンパス 北海道大学札幌キャンパスにおけるアライグマ捕獲活動への金銭的支援

株式会社宮城衛生環境公社 仙台市水道局青下水源涵養林
青下水源涵養林における清掃、間伐、植樹活動での人的支援・金銭的支援を通じたネイチャーポジティ

ブへの貢献

株式会社 美松堂 モリ田守センター
モリ田守センターにおける生物多様性保全・里山保全活動への人的支援・金銭的支援を通じた稲作体

験、フクロウの保護、セツブンソウ環境復元活動等

イーソリューション株式会社

株式会社パズルステージ

有限会社宮地スタジオ

LINEヤフー株式会社 田島山業×みんなの森プロジェクト 「みんなの森」において実施した生物多様性調査への人的支援

MS＆ADインシュアランス 相良村瀬戸堤自然生態園 相良村瀬戸堤自然生態圏における湿地整備、生物調査、流域治水取組への人的支援および金銭的支援

グループホールディングス

大成建設株式会社 蒜山高原鳩ヶ原草原及び周辺湿原 湿地のモニタリング（環境調査）に係る技術的支援及び山焼きの実施に係る人的支援等

株式会社エックス都市研究所 海岸生物の王国“相生湾”
相生湾における海岸清掃、アマモ場の保全・再生活動、干潟等沿岸域における生物調査、地元小学生を

対象とした環境学習への人的支援

トランスコスモス株式会社 田島山業×みんなの森プロジェクト ネイチャーポジティブを具現化する森林管理：木材生産と生物多様性・生態系機能の保全の両立

太平電機株式会社 ながつた幼稚園どんぐり山 ながつた幼稚園どんぐり山の生態系実態調査、モニタリング調査、活動計画アドバイス等の技術的支援

ECOひいきプロジェクト

グリーンフロント研究所　株式会社 鳥川ホタルの里 鳥川ホタルの里 希少な昆虫・魚類を中心とした学生参加型・環境モニタリング調査

南海電気鉄道株式会社 堺第７－３区 共生の森 「堺第７－３区 共生の森」の森づくりへの苗木などの提供及び植林等

R7前期

発行者情報 支援先 活動概要

株式会社北洋銀行 北海道大学札幌キャンパス 北海道大学札幌キャンパスにおけるアライグマ捕獲活動への金銭的支援

株式会社宮城衛生環境公社 仙台市水道局青下水源涵養林
青下水源涵養林における清掃、間伐、植樹活動での人的支援・金銭的支援を通じたネイチャーポジティ

ブへの貢献

株式会社ウェザーニューズ 堂谷津の里
堂谷津の里内における間伐・下草刈り等の里山林管理、水田整備、生物モニタリングに係る人的支援及

び渇水緩和策検討のための気象IoTセンサー設置による技術的支援

株式会社野村総合研究所 父母ヶ浜 父母ヶ浜における連携活動実施者との調整に係る人的支援を通じたネイチャーポジティブへの貢献

LINEヤフー株式会社 田島山業×みんなの森プロジェクト 「みんなの森」において実施した生物多様性調査への人的支援

大成建設株式会社 蒜山高原鳩ヶ原草原及び周辺湿原 湿地のモニタリング（環境調査）に係る技術的支援及び山焼きの実施に係る人的支援等

トランスコスモス株式会社 田島山業×みんなの森プロジェクト ネイチャーポジティブを具現化する森林管理：木材生産と生物多様性・生態系機能の保全の両立

非営利型一般社団法人　Silva（シルワ） 湘南国際村　めぐりの森
湘南国際村めぐりの森における定例植樹・育樹祭や通年の育樹作業への人的支援及び植樹地における調

査の実施

グリーンフロント研究所　株式会社 鳥川ホタルの里 鳥川ホタルの里 希少な昆虫・魚類を中心とした学生参加型・環境モニタリング調査

南海電気鉄道株式会社 堺第７－３区 共生の森 「堺第７－３区 共生の森」の森づくりへの苗木などの提供及び植林等
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自然共生サイト認定のメリット例２

・登録された支援専門家とのマッチングが可能（モニタ
リング計画作成支援等）

・環境省の「生物多様性保全推進交付金」の対象（原則
2～3年）となる（認定希望サイトの活動計画作成、
認定サイトのモニタリング手法改善、等々）。

・自治体（鳥取県は認定希望サイトも）、企業（ドコモ
等）、民間団体等による独自の支援事業の対象とな
る。

・令和7年4月以降は、新法施行によるメリットも。
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有識者マッチング制度

地域生物多様性増進活動計画（自然共生サイト）の認定を目指す相談者と、 申請の過程で
必要と想定される専門的な知識を持つ有識者を、マッチングする制度。 相談者からの相談内容に
応じて、事務局（ERCA）及び環境省が適切な知見を持った有識者にマッチング。 ※認定済み自
然共生サイトの申請者等も利用可能。
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自然共生サイト認定の法制化
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自然共生サイトの法制化

地域生物多様性増進法
（地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律）

・令和７年４月施行
・認定対象が「場」から「活動計画」へ
・生物多様性の価値を回復・創出する活動も対象へ
・市町村は、多様な活動主体をまとめて申請可能
・その場合、市町村は、土地所有者との協定締結が可能
（所有者が変わっても有効）

・認定を受けると、活動にかかる法手続きが一部簡略化
・既認定サイトは、簡単な事務手続きで、順次新制度に
移行
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地域生物多様性増進法のキーワード

●生物多様性の増進
・生物多様性の維持・回復・創出

●地域生物多様性増進活動
・里地里山等人為的に形成された生態系の維持・回復
・在来生物の生息・生育地の保護・整備
・外来生物の防除、鳥獣の管理、等

●連携地域生物多様性増進活動
・市町村と地域における多様な主体が有機的に連携して実施

●生物多様性維持協定
・認定連携市町村は、土地所有者等と協定締結可能
・協定で定めた有効期間内は、土地所有者が変わっても有効
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地域生物多様性増進法の構成
●第1章 総則

・目的、定義、基本理念、国・地方公共団体の責務、事業者・国民の努力
●第2章 基本方針

・基本方針に定める事項、留意事項、作成手続き、等
●第3章 地域生物多様性増進活動の促進等の措置
○第1節 認定増進活動実施計画等
・増進活動実施計画の認定・変更、連携増進活動実施計画の認定・変更、
連携増進活動協議会、
認定等に関する事務（環境再生保全機構ERCA）、関係法の特例措置

○第2節 生物多様性維持協定
・生物多様性維持協定の締結・縦覧・公告・変更・効力

○第3節 その他の措置
・重要な土地の取得促進、地域生物多様性増進活動支援センター

●第4章 雑則
・関連施策との連携、科学的知見充実のための措置、国際協力の推進、
事業者・国民の理解の増進、関係行政機関等の協力、活動報告の徴収、
主務大臣（環境省、農水省、国交省）

●第5章 罰則
・活動報告拒絶・虚偽報告に対する罰則

●附則
・地域連携生物多様性保全活動促進法の廃止・経過措置
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生物多様性維持協定

＜生物多様性維持協定＞ （第22条～第26条関係）
⚫ 認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携
活動実施者及びその認定連携増進活動実施計画に係る区域（海域を除き、生物の多様性が維持
されている区域に限る。）内の土地の所有者等と協定を締結して、当該土地の区域内の連携地域生
物多様性増進活動を行うことができるものとする。

⚫ 生物多様性維持協定は、協定区域内の土地の所有者等の全員の合意を得なければならない。
⚫ 認定連携市町村による公告のあった協定は、その公告のあった後において協定区域内の土地の所有者
等となった者（相続人等）に対しても、その効力があるものとする。

土地の所有者等の協力が活動の継続に不可欠であることを踏まえ、市町村が作成
した「連携計画」に基づき、長期安定的に活動を実施するための協定制度を設ける。

土地所有者

生物多様性維持協定
～活動の継続性・安定性の確保へ～

市町村

活動実施者

81
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認定計画に係る法律上の特例

＜法律上の特例措置＞（第15条～第22条関係）

法律 対象地域 特例の対象とする行為の例

自然公園法 国立公園及び国定公園

・木竹の伐採（木竹の本数の調整、整枝等）

・工作物の新築（自動撮影カメラや赤外線セン
サーその他の動植物の生育・生息状況をモニ
タリングするために必要な小規模な機器又は
防鹿柵等） 等

自然環境保全法 自然環境保全地域

種の保存法 生息地等保護区の管理地区

鳥獣保護管理法 鳥獣保護区の特別保護地区

都市緑地法 緑地保全地域及び特別緑地保全地区

森林法 地域森林計画対象民有林 ・伐採等の届出

対象制度 対象制度の概要

特定外来生物の防除
（外来生物法）

民間等による特定外来生物を計画的に防除する計画について、環境大臣等の認定を受ける
ことにより、特定外来生物法及び鳥獣保護管理法の規制の一部が不要となる。

生態系維持回復事業
（自然公園法、自然環境保全法）

民間等による国立公園等におけるシカ対策等の事業について、環境大臣等の認定を受けるこ
とにより、国立公園等における許可等が包括的に不要となる。

保護増殖事業
（種の保存法）

民間等による国内希少動物種の保護等の事業について、環境大臣の認定を受けることにより、
種の保存法による規制が包括的に不要となる。

①保護地域等における行為規制等の特例

②関連法令の認定みなし

認定により、自然公園法等の手続
をワンストップ化・簡素化
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活動計画策定の流れ

活動計画策定の流れ・留意点

84

現況等の把握

目標の設定

実施区域の設定

活動手法の
設定

計画期間・実施
時期・実施体制

の設定

ポイント

⚫ 活動を検討する実施区域（以下「想定実施区域」という。）の現況及び土地利用の
変遷を把握。

⚫ 想定実施区域の周囲の状況を把握。
⚫ 想定実施区域の課題を把握。

⚫ 具体的な活動を行う範囲のみとし、地理的に明確な範囲を設定。

⚫ 現況等の把握で収集整理した情報を踏まえ、目標を設定。
⚫ OECM相当の生物多様性が豊かな場所は、その価値を維持する目標を設定。
⚫ 回復・創出が必要な場所は、土地の履歴や周辺の環境、地域の意向を踏まえて設定。

⚫ 目標を達成するために今後必要となる活動を設定。
⚫ 活動の効果を把握するための指標・モニタリング手法を設定。

⚫ 目標を達成するために、適切な計画期間・活動の実施時期を設定。

⚫

目
標
が
実
現
可
能
か
確
認
。

望ましい活動手
法リストを参考に
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地方環境事務所も
相談に乗ります！
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令和７年度第１回認定申請スケジュール

申請書は随時受付

＜令和７年度第１回認定スケジュール＞

【事務局予備審査】令和７年５月～６月

【有識者審査】 令和７年７月中～下旬

【省庁審査】 令和７年８月

【第１回認定】 令和７年９月16日
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自然共生サイト認定が目指すもの

市民、事業者、自治体等の多様な主体による取組を後
押しすることにより、 30by30達成への寄与に止まらず、
国民全体が生物多様性保全を自分事として意識し行動す
ることで構築される「自然共生社会」の実現に向けた機運を
醸成する。



90

認定サイト相互及び認定希望団体や自治体、企業、金融機関等とのネットワーク形成

11/20(木)12:00〆切
まだ定員に余裕あり



生物多様性のための30by30アライアンス

●参加希望者は、自ら行おうとする取組を事務局に登録（※随時受付） 
●参加による効果は以下のとおり。

➢ 参加者をWebサイト上に掲載し、その取組を発信
➢ 自然共生サイトの申請を支援
➢ ロゴマークを使って取組をPR 等

モチーフとしてカエルを採用し、その中に森や海と
いった自然やそこに住むいきもの、さらには都市や
舟など人々の生業を配置。
カエルの体部分（上部）は森林など陸域をイメージ
した緑基調の和紙、顔の部分（下段）は、海や川な
ど水域をイメージした青基調の和紙で表現。

参加方法とその効果

30by30アライアンスサイト
・参加者一覧を掲載
・自らの取組を掲載可能
・将来的にはマッチング機能も検討

30by30アライアンスロゴ

30by30をみんなで進めていくための有志連合

⚫環境省を含めた産民官17団体を発起人とする「生物多様性
のための30by30アライアンス」を2022年４月に発足。企
業、自治体、NPO法人等、計1,112者が参加（2025年10月16日現在）

⚫自らの所有地や所管地内のOECM登録や保護地域の拡大を
目指す／そうした取組を応援するなど、30by30の実現に
向けた行動をとる仲間たちの集まり。
（自治体：島根県、徳島県、鳥取県、愛媛県、山口県、香川県、岡山市、廿日

市市、日野町、宇部市、西条市など 90団体）
   （企 業：トヨタ、イオン、パナソニックなど 542団体）
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生物多様性「見える化」マップ（試行中）



93

環境省30by30ウェブサイト
（OECM、自然共生サイト等）

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/

環境省30by30
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